
はじめに

滋賀県立成人病センターをはじめとして，医
師においても「名ばかり管理職」問題が顕在化
してきた1）．確かに，管理監督者の場合には，深
夜を除き，時間外・休日の残業代は支払われな
い．しかし，管理監督者とは，「労働条件の決定
その他労務管理について経営者と一体的な立場
にある者」と昭和 22年 9月 13日付けの労働省
事務次官通達（発基 17号）で定義されており，
院長を除いた医師は，「名ばかり管理職」にすぎ
ない．したがって，時間外・休日・深夜の割増
賃金を支払う必要がある．
厚生労働省労働基準局長通達「医療機関にお

ける休日及び夜間勤務の適正化について」（基発
第 0319007号，平成 14年 3月 19日）2）によれ
ば，宿日直勤務を「病室の定時巡回，少数の要
注意患者の定時検脈など，軽度又は短時間の業
務のみ」としている．したがって，休日・夜間
の救急外来を開設している病院においては，日
給の 1�3以上とした宿日直手当て（労働省労働
基準局長通達，基発第 90号，昭和 33年 2月
13日）ではなく，時間外・休日・深夜の割増賃
金を支払う必要がある．救急外来を実施する医

療機関において，16時間（深夜勤務を含む）の
当直を行った場合，医師に支払う割増賃金がい
くらになるのか計算した．

I．資 料

平成 19年賃金構造基本統計調査（厚生労働
省）を用いた．医師（男女計，平均年齢 40歳）
の所定内労働時間数 164時間�月，所定内給与
額 762.7千円�月と報告されているので，時間
内の時給 4,650円（＝762.7千円÷164時間）
とした3）．
時間外・休日・深夜の割増賃金は，労働基準
法第 37条では以下の記載がある．
「第 37条 使用者が，第 33条又は前条第 1

項の規定により労働時間を延長し，又は休日に
労働させた場合においては，その時間又はその
日の労働については，通常の労働時間又は労働
日の賃金の計算額の 2割 5分以上 5割以下の
範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計
算した割増賃金を支払わなければならない．

3．使用者が，午後 10時から午前 5時まで
（厚生労働大臣が必要であると認める場合にお
いては，その定める地域又は期間については午
後 11時から午前 6時まで）の間において労働
させた場合においては，その時間の労働につい
ては，通常の労働時間の賃金の計算額の 2割 5

分以上の率で計算した割増賃金を支払わなけれ
ばならない．」
また，第 37条 1項を受けて，「労働基準法第
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表1 最低の割増率

深夜（午後10時～
午前5時）

時間外（午後10時～
午前5時を除く）

項目

5割2.5割平日
6割3.5割休日

表2 16時間の当直（午後10時～午前5時までの深夜を含む）における割増賃金

割増賃金
（16時間分，単位円）

計算式項目

101,137円4,650円×（9時間×1.25＋7時間×1.5）平日
108,577円4,650円×（9時間×1.35＋7時間×1.6）休日

 12,400円4,650円×8時間×1/3参考：宿日直手当て＊

＊宿日直手当て：時給×8時間×1/3で計算

37条第 1項の時間外及び休日の割増賃金に係
る率の最低限度を定める政令（平成 6年政令第
5号）」では，「労働基準法第 37条第 1項の政令
で定める率は，同法第 33条又は第 36条第 1項
の規定により延長した労働時間の労働について
は 2割 5分とし，これらの規定により労働させ
た休日の労働については 3割 5分とする．」と
ある．
そこで割増率は，最低の平日時間外 2.5割増，

平日深夜（午後 10時～午前 5時）5割増，休日
3.5割増，休日深夜（午後 10時～午前 5時）6

割増として計算を行った（表 1）．

II．結 果

時間内の時給が 4,650円であるから，深夜
（午後 10時～午前 5時）を挟んだ 16時間（24

時間－法定労働時間 1日 8時間）の当直におけ
る割増賃金は表 2のようになる．
［平日］

4,650円×［9時間（午後 10時～午前 5時以
外の時間外）×1.25＋7時間（午後 10時～午前
5時）×1.5］＝101,137円
［休日］

4,650円×［9時間（午後 10時～午前 5時以
外）×1.35＋7時間（午後 10時～午前 5時）×

1.6］＝108,577円
なお，宿日直手当ては 8時間の給与の 1�3

で算出した場合，12,400円となる．

III．考 察

厚生労働省の通達2）では，宿日直がいわゆる
「寝当直」であるにもかかわらず，夜間・休日に
救急外来を行う中核病院では，受診者数が多く
て医師が仮眠さえもとれない状態にある4）．こ
うした施設において，当直医が日給の 1�3に当
たる宿日直手当てしか支給されないことは問題
である．
一方で，民間病院のなかには，「一晩に 1，2

件の救急しかなくても地域医療を支えるために
当直医を置いている病院」5）もある．全日本病院
協会は，「そうした医療現場の実態を理解するこ
となく“杓子定規”に通知2）の主旨を徹底される
と，地域の救急体制に影響が出ることも考えら
れ，労働基準局との真摯な話し合いが望まれま
す」との見解を出している5）．
休日・夜間にひっきりなしに患者が訪れる病
院とそうではない病院との区別は必要かもしれ
ない．事実，厚生労働省労働基準局監督課長通
達「医療機関における休日及び夜間勤務の適正
化の当面の対応について」（基監発第 1128001

号，平成 14年 11月 28日）6）においては，集団
指導の対象を限定している（表 3）．したがって，
こうした集団指導の対象となるかならないか
が，今後，当直を宿日直手当ての対象とするの
か，割増賃金の対象とするのかの境界となる可
能性も否定できない．
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表3　厚生労働省労働基準局監督課長通達「医療機
関における休日及び夜間勤務の適正化の当
面の対応について」（基監発第1128001号，
平成14年11月28日）において，宿日直に
関して集団指導の対象となる医療機関（以
下のいずれか）

1．宿直又は日直勤務の回数が許可基準（宿直週1回，
日直月1回）を上回るもの．

2．1か月における宿日直勤務中に救急患者に医療行
為を行った日数が8日以上のもの．ただし，次のも
のは除外．
a．1か月における宿日直勤務中に救急患者に医療行
為を行った日数が8日ないし10日である場合に
おいて，救急患者の対応に要した時間が最も多い
日について勤務医及び看護師ともに3時間以内
のもの．

b．1か月における宿日直勤務中に救急患者に医療行
為を行った日数が11日ないし15日である場合
において，救急患者の対応に要した時間が最も多
い日について勤務医及び看護師ともに2時間以
内のもの．

c．1か月における宿日直勤務中に救急患者に医療行
為を行った日数が16日以上である場合におい
て，救急患者の対応に要した時間が最も多い日に
ついて勤務医及び看護師ともに1時間以内のも
の．

3．宿日直勤務中の通常の労働に対し宿日直手当のほ
か必要な賃金を支払っていないもの．

しかし，医療機関における宿日直の定義が示
された以上，これに反する休日・夜間の診療は
労働基準監督署による是正勧告を受ける可能性
がある．昭和 59年 8月からの朝日新聞，昭和
61年 9月からの読売新聞を検索すると，平成
20年 8月 23日までに国立大学病院 7施設，都
道府県立病院 7施設，市町村立病院 3施設が是
正勧告を受けたと報じられている7）．全施設が
時間外・休日・深夜の割増賃金の未払いにより
労働基準法違反を指摘されている．人命を救う
ためとはいえ，労務管理をきちんと行わなけれ
ば，管理者が刑事処分を受ける可能性もある．
では，こうした勧告に対して，どのような改

善が行われたのであろうか．滋賀県立成人病セ
ンターでは，病院長を除く部長職以上の医師に
ついて，時間外・休日および深夜の割増賃金を

払うこと，宿日直時の通常勤務に対して割増賃
金を支払うこと，労働時間の把握のために IC

カードを導入することなどが改善策として示さ
れている8）．
しかし，割増賃金が支払われればよいという
わけではない．長時間労働をした医師は医療事
故を起こす可能性が高くなることが知られてい
る9）．したがって，勤務時間を無制限に延長す
ることは，法的には合法でも医療安全の点で危
険である．
睡眠不足の研修医により医療過誤が生じたこ
とを受けて，アメリカでは医師の勤務時間に上
限を設ける動きが 10年以上前から出ている．
すでに，卒後研修の制度として研修時間の上限
が設けられ，アメリカ卒後研修認定委員会
（ACGME）は，2003（平成 15）年 7月に研修医
の週の勤務時間を 80時間に制限している10）．
さらに，アメリカ Institute of Medicineは，研
修医の週の労働時間の上限を 80時間だけでは
なく，連続勤務を 16時間に制限せよと勧告を
出している11）．勤務時間の上限を守らなけれ
ば，ACGMEから研修施設の認定を取り消され
る可能性もあり，各医療施設の勤務時間上限の
遵守は担保されていると思われる．
「名ばかり管理職」扱いによる時間外賃金の不
払いや宿日直勤務時の救急外来が社会問題化
し，時間外・休日・深夜の診療に労働行政のメ
スが入ろうとしている．24時間 365日診療を
行うことは，医の倫理の点から持ち続けるべき
理念ではある．しかし，適切な労務管理を行わ
なければ，安全な医療を提供できないことも事
実である．
平成 20年 12月に労働基準法が改正され，平
成 22年 4月から月 60時間を超える時間外労
働に関しては，賃金の割増率が 25％以上から
50％以上へとアップする12）．今後，労働基準監
督署による規制が強まる可能性も否定できな
い．医療機関の経営においても，医師に対する
労務管理の厳格化が求められる．
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